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教職員の懲戒処分について 

 

 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（戒告） 

２ 処 分 年 月 日  令和５年１月１２日 

３ 職名・年齢・性別  会計年度任用職員・３３歳・男性 

４ 所 属 名  南部地区・公立小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和４年１１月２日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和４年１１月２日（水曜日）午後３時２７分頃、図書委員会  

 の活動中、図書室でノートパソコンを使ってゲームをしていた児童に対して口 

 頭で注意した。同児童はゲームをやめたが、その後当該職員は、再度同児童が 

 ゲームを始めたと勘違いし、同児童の首の後ろを持ち、廊下に連れ出し、「鼻 

 の骨を折るぞ、いいか」などと言いながら、左腕で同児童の首を抱え込んだ。  

 その結果、同児童の首に内出血の傷害を負わせた。 

 

 

 

 

 

 

 

● 問合せ先   

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

      長谷部 

      直通 048-830-6933 内線 6936 

      E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 

教育局 小中学校人事課 

管理指導担当 岡島・長谷部 

直通  048-830-6933  

内線6936 

E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 


